
※注意
添削を希望される方は， 必ず会員IDを ご記入ください
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民法 第58問採点基準

第1設間1について

1 代金及び本件絵画の返還について

(1) BはAに対し， 錯誤(95)ないし詐欺(96)に基づく取消し( 121)によ

る原状回復義務(1 21の21）として， 既に支払った代金5000万円の返還

義務を負担することの指摘

(2) AはBに対し， 同様の義務として本件絵画の引渡義務を負担することの

指摘

(3) 一方の原状回復義務の履行不能と同義務の帰すう

ア 問題の所在

互いに原状回復義務を負っている者のうち他方の原状回復義務が履行

不能となった場合の擬律が問題となる旨の指摘

イ 判断枠組み

当事者間の公平を意識しながら， 自説を論じていること

ウ あてはめ

相殺の可能性も含め， 適切に自説にあてはめていること

2 利息及び使用利益の返還について

(1) 原則論の指摘

Aは， 本件絵画の使用利益の返還義務を負い， Bは， 受け取った代金の

利息の返還義務を負うのが原則であることの指摘

(2) 189条， 190条の適用

善意のAには 1 89 条が達用ざれ， 使用利益の返還を免れる一方で， 悪意

のBには190条が適用され， 利息の償還を免れないことになることの指摘

配点 得点

[20] [18]

1 1 

1 1 

2 1 

6 6 

2 2 

2 2 

2 2 
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(3) 修正の要否

本件がいわゆる給付利得であることを踏まえ， 修正の要否・内容・理論

構成等、 自説を論じていること 4 3 

※ 修正を要しないという結論でも構わないが， そのような結論が妥当

であることを論じている必要がある

第2設間2について [30] [21]

1 丙に対する請求について

(1) 法的根拠の指摘
4 4 

191条を指滴し， その要件について， 端的にあてはめていること

(2) 請求額
8 5 

判例の趣旨や射程を踏まえ， 自説を論じていること

(3) 代価の控除

乙に対して支払った50万円を控除すべきであるか否かについて， 判例の 6 6 

趣旨を踏まえ， 自説を論じていること

2 丁に対する請求について

(1) 法的根拠の指摘

246条2項248 条， 703条を指摘し， その要件について端的にあてはめ 4 2 

ていること

(2) 即時取得の成否
4 4 

192条を指摘し， その要件について端的にあてはめていること

(3) 194条の適否

194条の適用可能性を指摘し， 判例の趣旨を踏まえ， 自説を論じているこ 4 ゜

と

合計点 50 39 



講評

答案作成おつかれさまでした！大筋としては出題意図を的確

に捉え、 論じることができていた良い答案であったと思います。

（広い意味での）不当利得返還義務の額をどのように決めるべ

きかという設問 1説問2に共通するテ ー マについて自説から適

切に論じられている点は非常に印象が良いです。

採点基準との関係で点数がやや低くなってしまった理由とし

ては、 ①原則論に対しての理由が不十分、 ②出題者が用意した

周辺的論点のための事情を拾い切れていない、 という点にある

でしょう。

①について。 まさに論点である例外については説得的に自説

を論じられている一方、 前提としての原則を当然のものとして

書いてしまっています。 丁寧な理由付けというところを再度意

識していただければと思います。

②について。 本問の盗品であるという事情、 丙がプラスチッ

ク製品販売業を営むという事情は193 • 194を使うために用意さ

れたものです。 このような事情から出題者の意図をつかみとっ

ていけるとさらに点数が伸びるでしょう。
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あらためて全体としては非常によく書けていました。 引き続

き頑張っていきましょう！ ！ 


